
 

 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【平成 23 年度第 1 回（H23.5.31）】 

 掃流用水の現状 

馬込川水系河川整備基本方針（原案） 

【平成 23 年度第 1 回（H23.5.31）】 

河川及び流域の現状と課題 

【諮問①】 
 
馬込川水系河川整備基本方針

について 

【諮問②】 
 
馬込川掃流用水について 

 河川の維持管理 

馬込川水系河川整備基本方針 〔策定・公表〕 

答申 

 

津波対策 

 

【平成 24 年度第 1 回（H24.8.9）】 

 河川環境の現況（中間報告） 

国土交通省中部地方整備局の見解      
     

馬込川掃流用水の取り扱いについて （H22.11.18）     
河川管理者が河川管理行為として、天竜川から 
従来どおり 10.85ｍ3／s の河川維持流量を 
馬込川に導水すべきもの 

 

河川環境の整備・保全 

地域との連携 

（H23.8.5） 

委員による現地視察 

諮問の経緯 

【平成 25 年度第 2 回（H26.3.25）】 

高水計画（洪水処理） 

河道計画 

[河川審議会] 
検討の流れ 
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【平成 27 年度第１回】 

 

国土交通省へ同意申請 

国土交通省から同意 

馬込川水系河川整備基本方針・河川整備計画策定フロー 

 河川整備基本方針   河川整備計画  

 流域委員会（通常 4 回程度） 

・河川の将来像 

・計画規模 1/50 確率 

・基本高水流量、計画高水流量等基本事項 

・概ね 20～30 年間の具体的な計画 

・計画規模 1/5～1/10 確率 

・河川工事、河川維持の内容など 

具体的な河川整備の検討 

国土交通省へ同意申請 

○検討内容 

 ・河川の現況流下能力 

 ・内水氾濫の状況 

 ・現在の整備水準に対する浸水リスク 

 ・費用対効果 等 
住民意見の反映 

市町長の意見 

関係機関調整 

高水計画・河道計画の 

再検討 

低水計画（正常流量） 

静岡県河川審議会 
（平成 27年度第１回） 

馬込－資料－１ 

関係機関調整 
・県関係：環境局、水産業局 

農地局、森林局 

・国関係：農林水産省関東農政局 

河川整備基本方針に沿って 

段階的な整備としての河川整備計画 

を策定 

省庁間協議：国土交通省 ⇔ 農林水産省・環境省 

 

高水計画・河道計画（再検討） 

「馬込川掃流用水の在り方に

関する四者協議」 

(国交省、農水省、県、浜松市) 

・ H23 に設置、これまでに計 17 回

開催されている。 

・ H25 からは中部地方整備局・関

東農政局の二局間協議で継続

して議論を深めている。 
・ H27 時点で、在り方について引

き続き協議を行っている。 

関係者による協議・調整 

関
係
者
に
よ
る
十
分
な
議
論
と
調
整 

掃流用水の取扱い

について合意形成 

審議会へ諮問 

【浜松市との協議】 

・ 馬込川をまちづくりに

どう活かすか等につい

て意向確認 

・ H24 以降 3 回実施 

・ 馬込川の成り立ちや住民アンケートの結果などを

踏まえ、現況の河川環境を保全することに着目 

 


